
担い手探しナビの周知・普及に係る説明会資料 

〔１〕事業承継スキーム整理図 ------------------------------------------- ３頁 

→ 税理士が関与先に対して事業承継支援する際のスキームを整理したもの。 

〔２〕事業承継税制について 

①事業承継税制について ----------------------------------------------- ４頁

「法人版事業承継税制のあらまし（国税庁公表資料抜粋）」 

「個人版事業承継税制のあらまし（国税庁公表資料抜粋）」 

→ 国税庁が周知に利用するよう作成したリーフレットの抜粋版。 

②事業承継支援に係るリーフレット｢事業承継のこと、税理士に聞いてみてくださ

い。｣ -------------------------------------------------------------- ７頁

→ 税理士が行う中小企業の事業承継支援の一環としたリーフレット。経

営者に事業承継の気づきを与え、事業承継に向けた意識を促すためのツ

ールとして使用することを想定したもの。 

③周知用チラシ「関与先に対して、法人版事業承継税制（特例措置）の適用要否

を確認していますか？」 --------------------------------------------- ９頁

→ 平成 30 年度税制改正において事業承継税制（特例措置）が創設された

ことに伴い、特例措置に係る啓蒙チラシ。税理士に対して中小企業へ特

例措置の適用要否の確認を促すことを想定したもの。 

④法人版事業承継税制（特例措置）に係る事前説明・確認事項 ------------ 11 頁

→ 税理士が中小企業に対して特例措置に関する説明・意思確認を行う際

に使用することを想定したもの。 

必ず顧客から確認しなければならない事項のチェックリストであり、

最終頁には確認書を用意しており、顧問先から印をいただくもので、損

害賠償請求をされないための書類。 

〔３〕担い手探しナビ 

①担い手探しナビチラシ ---------------------------------------------- 18 頁

→ 担い手探しナビの概要、特長を顧問先等に紹介するためのチラシ。

②担い手探しナビ利用申請マニュアル ---------------------------------- 20 頁

→ 担い手探しナビの利用申請及びログイン方法を説明したもの。

③担い手探しナビ操作マニュアル -------------------------------------- 22 頁

→ 担い手探しナビの利用方法と機能に関するマニュアル。

④事業承継に係る支援機関案内 ---------------------------------------- 38 頁

→ 事業承継に係る税務以外の支援が必要となった場合の各支援機関の案内
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事業の見える化・磨き上げ（経営改善支援）

ニーズに応じた支援の実行事業承継支援ニーズの掘り起こし

税理士が関与先に対して事業承継支援する際のスキーム整理図

事業承継診断
の実施

後継者が不在

後継者がおり、事業承継を希望する

事業承継を
希望する

事業承継を
希望しない

事業承継税制の案内

廃業支援

・事業承継診断（中小企業庁）
・つなぐノート（日本政策金融公庫）

・概要、リスク等説明項目
・適用要否確認書
・研修会

担い手探しナビの案内 ・周知チラシ
・利用マニュアル
・研修会

・リーフレット

会員への注意喚起

会員への周知・普及、
支援機関との連携

中小企業の最も身近な相談者である税理士が、中小企業の事業承継を推進していくことが期待されている。

-3-



事業承継税制について 

○ 平成30年度税制改正において

事業承継税制が大きく改正され、

議決権株式の全てが納税猶予対

象となり、猶予割合も 100％に拡

大、事業承継時の税負担がゼロと

なります。 

○ なお、上記の特例措置は 10 年

間限定となっています。 

※ 詳しくは裏面をご覧ください。 
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関与先に対して、法人版
事業承継税制（特例措置）の
適用要否を確認していますか？

平成30(2018)年度税制改正において、事業承継税制（特例措置）が創
設され、非上場株式等の贈与税・相続税が100%猶予されることとなりました。
ただし、本税制の適用にあたっては、①令和５(2023)年3月31日までに特

例承継計画を策定し都道府県に提出すること、②令和９(2027)年12月31日
までに贈与を実行し、又は相続の開始があり、円滑化法の認定及び申告書の作
成・提出を行うことのほか、一定期間ごとの報告等が必要となり、適用要件や手
続が複雑です。
後々、関与先とトラブルにならないためにも、早めに関与先と話し合い、適切な

対応策を確認するようにしましょう。

後々、経営者から、特例措置と相続時精算課税との比較など、顧問税理士からの説
明が不足していた、そのようなリスクは聞いていなかったと言われ、責任を問われた。
経営者とは事業承継税制を適用しないことを確認していたが後継者には説明がされて
おらず、承継後、特例措置の適用を受けられないことについて責任を問われた。
経営者が金融機関から特例措置の話を聞き、そのまま金融機関の紹介で別の税理士
に特例措置の申請を依頼していた。その後、顧問契約もその税理士に変更された。
特例措置適用中に継続の手続が漏れ、納税猶予が突然打ち切りとなった。経営者と
「継続届出書」に関する対応者の確認をしておらず、経営者は全て顧問税理士に任せ
たものとして、自身では手続を把握していなかった。

まずは、経営者が事業承継に対してどのように考えているのか、事業承継診断票
（中小企業庁作成）等を通じて関与先の意思確認を行うことが必要です。

-9-



関与先の意向を確認すること

関与先に説明した実績を残すこと

No. 項目 Yes No

1 経営者に、事業承継についての意向を確認したことがない。 □ □

2 関与先が10年以内を目途に事業承継をする可能性がある。 □ □

3 相続税の発生が見込まれる。 □ □

4 関与先が法人版事業承継税制（特例措置）の適用要件を
満たしている。 □ □

No.1～4全てYesにチェックがついた関与先には、法人版事業承継税制（特例措置）の
適用要否に関わらず、一度本制度の説明を行うことを推奨します。

関与先に有益となる情報は適宜提供し、関与先の維持・発展に寄与することが、顧問税理
士として求められる対応と言えるでしょう。

特に、令和元(2019)年度税制改正により、個人版事業承継税制も創設されました。
本制度によって数年後に関与先との予期せぬトラブルを発生させないため、また、中小企業
の最も身近な相談者たる顧問税理士の責務として、税理士から関与先へ責任をもって確
認を取るようにしましょう。

日税連でも事業承継税制について、適宜有用となるコンテンツの提供、情報発信に
努めています。
・ 法人版事業承継税制（特例措置）に係る事前説明・確認事項
・ マルチメディア研修（令和元年８月配信予定）
・ 中小企業支援に係る研修会（平成30年９月配信）
詳細は各税理士会又は日税連ホームページをご確認ください。

関与先チェック項目

令和元年６月作成

顧問税理士が主導となり
対応することが、トラブル
回避の第一歩です。
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【令和元年６月作成】 

法人版事業承継税制（特例措置）に係る事前説明・確認事項 

中小企業の事業承継の際に、株式等を後継者が贈与又は相続若しくは遺贈（相続等）に

より取得した場合において贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」が、平成

30（2018）年度税制改正により大幅に見直されました。 

一定の要件を満たすことにより、全ての株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予が可能

となり、その猶予割合も 100％に拡大され、承継時の税負担がゼロとなります（以下、当

該措置を「特例措置」、これまでの措置を「一般措置」といいます。）。 

なお、この特例措置は、届出書の提出など長期間に亘る対応が必要になること、贈与を

行った場合は将来の相続税申告に影響すること、認識や手続等に誤りがあると不測の納

税が生じる可能性があることなど、制度について十分に理解したうえで、適用にあたっ

ては慎重な判断が必要です。 

この資料は、特例措置の適用を検討するにあたって、顧問税理士が関与先に制度の要旨

を説明し、その事実を相互に確認するためのものです。 

№ 説明事項 説明内容 確認 

特例措置の概要 

贈与又は相続等開始前 

1 特例承継計画 

令和５（2023）年３月 31 日までに「特例承継計画」を策定し、都道府

県知事に提出し、確認を受ける。当該計画には、認定経営革新等支援

機関（税理士等）が所見等を記載する。 

☐ 

2 適用期限 
令和９（2027）年 12 月 31 日までの対象株式等の贈与又は相続等が対

象となる。 
☐ 

贈与又は相続等開始後 

3 
申請・申告の期限等

（申告期限内） 

対象株式等の贈与があったときは、その年の翌年１月 15 日までに、相

続等があったときは、その翌日から８か月以内に、都道府県知事に対

し「認定申請」を行う。 

☐ 

4 
対象株式等の贈与又は相続等があったときは、申告期限までに贈与税

又は相続税の申告をする。 
☐ 

5 担保の提供 
申告期限までに納税が猶予される税額及び利子税の額に見合う担保

（通常は対象株式等）を提供する。 
☐ 

6 
年次報告書・継続届

出書（申告期限後） 

特例措置を適用した贈与税又は相続税の申告期限後、５年間は年１回

都道府県知事へ「年次報告書」を、税務署へ「継続届出書」を提出す

る。さらに、その後３年に１回税務署へ「継続届出書」を提出する。 

☐ 

7 

納税猶予の継続と終

了 

申告後も引き続き対象株式等を保有すること等により納税の猶予が継

続される。 
☐ 

8 

【贈与税】先代経営者（贈与者）の死亡等があった場合は、「免除届

出書」及び「免除申請書」を提出することにより、その死亡等があっ

たときにおいて納税が猶予されている贈与税の全部又は一部について

その納付が免除される。 

☐ 
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№ 説明事項 説明内容 確認 

9 

【相続税】後継者の死亡等があった場合は、「免除届出書」及び「免

除申請書」を提出することにより、その死亡等があったときにおいて

納税が猶予されている相続税の全部又は一部についてその納付が免除

される。 

☐ 

10 
対象株式数の上限及

び猶予割合 

贈与又は相続等のいずれも、取得した議決権株式等の全てが納税猶予

の対象となり、猶予割合は 100％である。 

※一般措置については納税猶予の対象となるのは発行済議決権株式総

数の３分の２までであり猶予割合は贈与の場合 100％、相続の場合

80％である。 

☐ 

11 承継パターン 

「先代経営者→１人」、「先代経営者及び先代経営者以外の株主→１

人」、「先代経営者→複数人（最大３人）」、「先代経営者及び先代

経営者以外の株主→複数人（最大３人）」のいずれも適用対象となる。 

なお、先代経営者以外の株主からの贈与又は相続等（第二種）は「先

代経営者→後継者」の贈与又は相続等（第一種）が行われた日から、

特例経営（贈与）承継期間（原則として第一種の贈与税又は相続税の

申告期限の翌日から５年間）の末日までの間に申告期限が到来する贈

与又は相続等を行う必要がある。 

☐ 

特例措置の適用要件 

12 会社の主な要件 

中小企業者であること。 

☐ 

期限内に認定申請書を都道府県知事に提出し、認定を受けていること。 

常時使用する従業員の数が１人以上であること。 

※その会社の特別関係会社が外国会社の場合は５人以上であること。 

資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないこと。 

その会社及び特定特別関係会社の株式等が非上場株式等に該当するこ

と。 

その会社及び特定特別関係会社が性風俗関連特殊営業会社に該当しな

いこと。 

直前の事業年度における主たる事業活動からの収入金額（営業外収益、

特別利益以外のもの）がゼロを超えること。 

拒否権付種類株式（いわゆる黄金株）を特例後継者以外の者が有して

いないこと。 

特定特別関係会社（外国会社を除く。）が中小企業者であること。 

13 
先代経営者の主な要

件 

贈与又は相続等開始の直前（その時点で代表権を有していないときは

代表権を有していた期間のいずれかのとき及び贈与又は相続等開始の

直前）において、先代経営者とその親族などで総議決権数の過半数を

保有しこれらの者の中で筆頭株主（後継者を除く。）であったこと。 ☐ 

会社の代表権を有していたこと。 

特例承継計画に記載された先代経営者であること。 

【贈与税】贈与時に会社の代表権を有していないこと。 
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№ 説明事項 説明内容 確認 

 14 後継者の主な要件 

【後継者が１人の場合】 

後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有するこ

ととなること。 

【後継者が２人又は３人の場合】 

総議決権数の 10％以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関

係がある者（他の後継者を除く。）の中で最も多くの議決権数を保有

することとなること。 

☐ 
【贈与税】贈与時に 20 歳（令和４年４月１日以降は 18 歳）以上であ

り、会社の代表権を有していること、役員等の就任から３年以上を経

過していること。 

【相続税】相続等開始直前に役員（被相続人が 60 歳未満で死亡した場

合を除く。）であり、相続等開始の日の翌日から５か月を経過する日

において会社の代表権を有していること。 

当該会社の株式等について既に一般措置の適用を受けていないこと。 

特例承継計画に記載された後継者であること。 

後継者及び後継者と特別の関係にある者で、総議決権数の 50％超の議

決権数を保有することとなること。 

納税猶予税額を納付する必要がある主な場合 

 15 

【贈与税・相続税】 

特例経営（贈与）承継

期間（原則として贈

与税又は相続税の申

告期限の翌日から５

年間） 

①後継者が会社の代表権を有しなくなった場合。 

②特例経営（贈与）承継期間（５年間）における雇用の平均が、贈与

又は相続等開始時の常時使用従業員数の８割を下回った場合。 

※雇用を下回った理由等を記載した報告書（認定経営革新等支援機

関の意見が記載されているものに限る。）を、都道府県知事に提出

し、確認を受けることで、納税猶予が継続される。 

③後継者とその同族関係者と合わせて有する議決権数が 50％以下に

なった場合。 

④後継者が同族関係者内で筆頭株主でなくなった場合（他の後継者を

除く。）。 

⑤特例措置の適用を受けた対象株式等の一部につき譲渡又は贈与をし

た場合。 

⑥会社を解散した場合。 

⑦会社が資産保有型会社や資産運用型会社に該当した場合。 

※一定の要件を満たす場合を除く。 

⑧ 会社の主たる事業活動からの収入金額がゼロとなった場合。 

⑨会社又は特定特別関係会社が性風俗関連特殊営業会社に該当するこ

ととなった場合。 

⑩【贈与税】贈与者が会社の代表権を有することとなった場合。 

⑪都道府県知事に対し毎年提出すべき報告書、税務署に対し毎年提出

すべき継続届出書を提出しなかった場合。 

☐ 
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№ 説明事項 説明内容 確認 

16 

特例経営（贈与）承継

期間経過後 

【贈与税】 

先代経営者又は後継

者の死亡等贈与税の

納付が免除されるま

で 

【相続税】 

後継者の死亡等相続

税の納付が免除され

るまで 

①後継者が特例措置の適用を受けた対象株式等を譲渡又は贈与した場

合。

②会社を解散した場合。

③会社が資本金の額又は準備金の額を減少した場合。

④会社が資産保有型会社や資産運用型会社に該当した場合。

※一定の要件を満たす場合を除く 

⑤会社の主たる事業活動からの収入金額がゼロとなった場合。

⑥税務署に対し３年に１回提出すべき継続届出書を提出しなかった場

合。 

☐ 

贈与税の特例措置適用後に先代経営者等が亡くなった場合 

17 

１代目→２代目の贈

与時に適用後、１代

目が死亡した場合 

特例措置の適用を受けていた株式等に係る贈与税は、先代経営者の死

亡により免除されるが、当該株式等は相続財産とみなされ、贈与時の

株価により相続税の課税の対象となる。ただし、一定の手続を経て相

続税の特例措置の適用を受けることができる。 

☐ 

18 

１代目→２代目の贈

与時に適用後、２代

目→３代目の贈与に

ついても適用した

後、１代目が死亡し

た場合 

先代経営者（１代目）から後継者（２代目）への株式等の贈与につき

贈与税の特例措置の適用を受けた後、１代目の死亡より前に次の後継

者（３代目）に贈与する場合、３代目が贈与税の特例措置の適用を受

ければ、２代目の贈与税は免除される。その上で、１代目が死亡した

場合は、３代目の贈与税が免除され、当該株式等は相続税の課税の対

象となるが、一定の手続を経て相続税の特例措置の適用を受けること

ができる。 

☐ 

19 

１代目→２代目の贈

与時に適用後、２代

目が死亡し、２代目

→３代目の相続が発

生した場合 

先代経営者（１代目）から後継者（２代目）への贈与につき贈与税の

特例措置の適用を受けた後、１代目の死亡より前に２代目が死亡した

場合、２代目の贈与税は免除される。また、当該株式等を相続した次

の後継者（３代目）は、当該株式等について一定の手続を経て相続税

の特例措置の適用を受けることができる。 

☐ 

贈与税の特例措置適用後に先代経営者が亡くなり相続税の納税猶予に切り替えるときの主な

要件 

20 後継者の主な要件 

後継者が代表権を有していること。 

☐ 
後継者とその同族関係者で合わせて 50％超の議決権数を有しているこ

と。 

後継者が同族関係者内で筆頭株主であること（他の後継者を除く。）。 
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№ 説明事項 説明内容 確認 

 21 会社の主な要件 

その会社及び特定特別関係会社が性風俗関連特殊営業会社に該当しな

いこと。 

☐ 

拒否権付種類株式（いわゆる黄金株）を特例後継者以外の者が有して

いないこと。 

資産保有型会社や資産運用型会社に該当しないこと。 

その会社の直前の事業年度における総収入金額がゼロを超えること。 

その会社の常時使用従業員数が１人以上であること。 

※その会社の特別関係会社が外国会社の場合は５人以上であること。 

その会社及び特定特別関係会社の株式等が非上場株式等に該当するこ

と。 

※贈与税申告期限の翌日から５年間経過後は要件とならない。 

特例経営（贈与）承継期間経過後に猶予税額が免除される場合 

 22 贈与税 
先代経営者等（贈与者）が死亡した場合。 

※みなし相続として相続税の課税対象となる。 
☐ 

 23 贈与税・相続税 共通 

①後継者が死亡した場合。 

②特例経営（贈与）承継期間内に一定のやむを得ない理由により会社

の代表権を有しなくなった日以後に「免除対象贈与」を行った場合。 

③特例経営（贈与）承継期間経過後に「免除対象贈与」を行った場合。 

④特例経営（贈与）承継期間経過後に会社について破産手続開始決定

などがあった場合。 

⑤特例経営（贈与）承継期間経過後に事業の継続が困難な一定の事由

が生じた場合において、会社について譲渡・解散した場合。 

☐ 

特例措置の適用に係る留意点 

 24 

贈与 

贈与税の特例措置は、ある贈与者からある後継者に対する贈与につき、

最初の対象株式等の贈与にのみ適用される。 
☐ 

 25 

先代経営者から後継者に対する特例措置を適用した対象株式等の贈与

について、後継者は、全部又は一定数以上の株式等の贈与を受ける必

要がある。 

☐ 

 26 

贈与時の株式等の評価額が暦年課税の基礎控除額又は相続時精算課税

の特別控除額を超えており、当該株式等の贈与に係る納税猶予の対象

となる贈与税額が発生することが必要となる。 

※猶予税額が発生しない場合は特例措置の対象とはならない。 

☐ 

 27 

相続時精算課税を選択する場合、その選択に係る贈与者から贈与を受

ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用さ

れ、「暦年課税」へ変更することはできない。 

☐ 
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№ 説明事項 説明内容 確認 

28 

贈与時に特例措置の

適用を受け、その後

贈与者が死亡したと

き 

特例措置によって贈与された対象株式等は相続等により取得したもの

とみなして贈与者である被相続人の他の相続財産と合算して相続税額

を計算することから、特例措置を適用せずいわゆる「暦年課税」によ

る贈与を行う場合等に比べ、後継者（受贈者）以外の相続人が相続す

る他の相続財産に係る相続税負担が大きくなることがある。 

☐ 

29 
当該対象株式等の株価が贈与時から下落していた場合であっても、相

続税額は贈与時の株価によって計算される。 
☐ 

30 

特に直系血族間以外の対象株式等の贈与について特例措置の適用を受

けたときは、法定相続人以外の者に贈与した当該対象株式等が贈与者

である被相続人の相続税申告時に相続税の課税価格から漏れることの

ないよう、当該特例措置の適用状況について贈与者の法定相続人等に

予め説明する等の対応が必要となる。 

☐ 
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7 

法人版事業承継税制（特例措置）の適用有無に係る確認書 

年 月 日 

 御中 

私は事業承継税制の特例措置について、貴税理士事務所（税理士法

人）から別紙「法人版事業承継税制（特例措置）に係る事前説明・確認

事項」に基づき説明を受けました。その結果、私はこの特例措置につ

いて以下のとおり希望します。 

（ ） 適用する。 

（ ） 適用しない。 

（ ） 特例承継計画を作成・提出したうえで、特例措置の適 

用については後日判断する。 

（ ） 後日判断する。 

所 在 地 

名 称 

代表者氏名 印 

後継予定者氏名 印 
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１．本会会員専用ページより、担い手探しナビの[利用申込]をクリックしてください。 

リンクを直接入力いただく場合は ➡ https://nichizeiren-shoukei.jp/entry 

スマートフォン等から QR コード（※）を読み取る場合は ➡ 

※ QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

2．利用申込画面より、ご自身の「登録番号」、「証票番号」、「メールアドレス」を入力し、

[申込み]をクリックしてください。 

利用申込画面 

税理士限定 
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3．[申込み]をクリックすると、すぐにご入力いただいたメールアドレス宛に仮パスワード

の通知メールが送付されます。 

 
通知メールイメージ図 

4．通知メールに記載されているリンクよりログインを行ってください。 

リンクを直接入力いただく場合は ➡ https://nichizeiren-shoukei.jp/login 

スマートフォン等から QR コード（※）を読み取る場合は ➡ 

※ QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

5．ログイン画面より、初回ログイン時は、「ログイン ID（登録番号）」、「仮 PW」を入力し、

規約等の同意にチェックを入れた後、[ログイン]をクリックしてください。 

ログイン画面 

初回ログイン後、パスワードの変更が求められますので、仮パスワードから任意のパ

スワードにご変更ください。これで、担い手探しナビが利用可能となります。 

送信者アドレス：

noreply@nichizeiren-shoukei

.jp 

件名：ID・仮 PW のお知らせ 

で通知メールが送付されます。 

ご利用のメールの設定によっては、

迷惑メール等へメールが振分けられ

てしまうことがあります。 

万が一、仮 PW が分からなくなった

場合には、お手数ですが日本税理士

会連合会までご連絡ください。 

規約等に同意いただき、チ

ェックボックスへチェッ

クを入れていただかない

とログインすることがで

きません。 
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1 / 2 

事業承継に係る支援機関案内 

事業引継ぎ支援センター 

・ 各都道府県の事業引継ぎ支援センター一覧 

○ 相談者は、担い手探しナビの「確認書」、事業引継ぎ支援センター所定の「相談申込書」に記載の
上、顧問税理士に提出し、事業引継ぎ支援センターへの初回面談に限り、顧問税理士が相談者に
代わり、代理で説明を行なって頂くことを可能と致します。なお、2回目以降の面談は、相談者自らが
事業引継ぎ支援センターと面談を行って頂きます。

日本税理士協同組合連合会 

・ M&A 総合サービス事業 

○ 事業承継に向けた相談から、案件化、交渉、クロージングまでフェーズに応じた支援を受けることがで
きます。

※ 当該支援は、日本税理士協同組合連合会が組合員に対して提供しているサービスを利用するもの
です。利用に際しては、支援の内容に応じた手数料が必要となります。詳細はリンク先をご確認くださ
い。 

中小企業再生支援協議会 

・ 各都道府県の中小企業再生支援協議会一覧 

○ 事業承継に向けた経営改善（磨き上げ）や、債務整理の必要性も考えられる場合には、事業者
の承諾を得て、税理士のみによる事前相談が可能です。

○ その場合には、決算書、税務申告書等、企業の状況が分かる資料を持参します。なお、あくまで「事
前相談」であることから、持参した企業情報等の書類は、協議会では預かることなく返却されます。

○ 協議会からの助言等を受け、企業とその後の対応方針を決定してください。また、「確認書」の提示も
不要です。

事業承継全般及び関与先の案件について、広くマッチング先を探したい場合はこちら

事業再生・経営改善について相談したい場合はこちら
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日本弁護士連合会 

・ ひまわりほっとダイヤル 

※ 日本弁護士連合会及び全国弁護士会が提供する、電話またはウェブ上で弁護士との面談予約が
できる中小企業向けのサービスです。事業者向けのサービスとなりますので、税理士が利用することは
できません。詳細はリンク先をご確認ください。 

相続、M&A、債務整理、個人保証対応、契約関係で弁護士への相談を希望する場合はこちら
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